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老
齢
基
礎
年
金
は
原
則
と
し
て

６５
歳
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
希
望
す
れ
ば

６０
歳
か
ら

６５

歳
に
な
る
ま
で
の
間
で
、
繰
り
上

げ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
繰
上
げ
支
給
の
請
求

を
し
た
時
点
（
月
単
位
）
に
応
じ

て
年
金
が
減
額
さ
れ
、
そ
の
減
額

率
（
最
大
で

３０
％
）
は
一
生
変
わ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
繰
上
げ
請
求

し
た
後
、
国
民
年
金
法
で
定
め
る

１
・
２
級
に
該
当
す
る
障
が
い
者

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
障
害
基
礎

年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
と
不
利

益
な
点
も
多
い
の
で
、
繰
上
げ
請

求
の
ご
検
討
を
す
る
場
合
は
、
高

知
社
会
保
険
事
務
局
幡
多
事
務
所

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
希
望
す
れ
ば

６６
歳
以
降
か
ら

７０

歳
ま
で
の
間
に
繰
り
下
げ
て
、
増

額
し
た
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
繰
下
げ
請
求
を
し

た
時
点
（
月
単
位
）
に
応
じ
て
年

金
が
増
額
さ
れ
、
そ
の
増
額
率
（
一

月
で

０.７
％
、
最
大
で

４２
％
）
は
一

生
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
遺
族
年
金
な
ど
、
他

年
金
の
受
給
権
が
あ
る
場
合
、
繰

下
げ
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

振
替
加
算
に
つ
い
て
は
、
増
額
の

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
繰
下
げ

待
機
中
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　
支
給
開
始
は
請
求
し
た
翌
月
分

か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

７０

歳
到
達
月
末
ま
で
に
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。

　
総
務
省
よ
り
、
平
成

２０
年
の
年

平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
の

対
前
年
比
変
動
率
の
確
定
値
が

１.４

％
と
公
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
平
成

１２
年
度
か
ら

１４
年
度
の
マ
イ
ナ
ス

物
価
ス
ラ
イ
ド
（

１.７
％
）
を
特
例

的
に
実
施
せ
ず
、
据
え
置
い
て
い

る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
年
金
額
は
、

本
来
水
準
よ
り
も
高
い
水
準
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
本
年
度
に
つ
い

て
は
据
え
置
き
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
特
別
障
害
給
付
金
に

つ
い
て
は
、
前
年
度
よ
り

１.４
％
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　
日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人

は
、

２０
歳
に
な
っ
た
時
か
ら
国
民

年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
保
険
料

の
納
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
学
生
に
つ
い
て
は
、
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
学
（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専

修
学
校
な
ど
※１
に
在
学
す
る

２０
歳

以
上
の
学
生
で
、
学
生
本
人
の
前

年
の
所
得
が
１
８
０
万
円
以
下
※２

の
方
（
平
成

２０
年
度
の
所
得
基
準
）

※
１夜

間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
制

課
程
も
含
ま
れ
ま
す
。

※
２扶

養
親
族
な
ど
が
い
る
場
合
や

社
会
保
険
料
控
除
な
ど
が
あ
る

場
合
は
、
そ
の
数
や
金
額
に
応

じ
た
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
４
月
〜
平
成

２２
年
３
月
ま
で

　
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年

金
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
１０
年
以
内
で
あ
れ
ば
在
学
期
間

中
の
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
人

に
な
っ
て
か
ら
納
付
（
追
納
）
で

き
ま
す
の
で
、
将
来
受
け
取
る
年

金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
た
め
に

も
追
納
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

＊
承
認
を
受
け
た
年
度
か
ら
起
算

し
て
、
３
年
度
目
以
降
に
追
納

す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険

料
に
一
定
の
加
算
額
が
か
か
り

ま
す
。

　
役
場
・
国
民
年
金
担
当
窓
口
に

て
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
が
遅
く
な
る
と
、
万
が
一

の
時
に
障
害
基
礎
年
金
な
ど
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
申
請
に
必
要
な
も
の
﹈

・
年
金
手
帳

・
学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証

明
書

・
印
鑑
（
本
人
署
名
の
場
合
は
不

要
）
な
ど

＊
経
済
的
に
余
裕
が
あ
る
場
合
は
、

保
険
料
を
納
付
す
る
方
が
お
ト

ク
で
す
。

＊
申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
。（
前

年
度
に
承
認
を
受
け
て
い
た
方

も
、
引
き
続
き
学
生
の
場
合
は

再
度
申
請
が
必
要
で
す
。
）

　
前
年
度
に
学
生
納
付
特
例
の
申

請
を
さ
れ
た
方
で
、
申
請
書
に
卒

業
予
定
年
月
日
を
記
入
さ
れ
、

２１

年
度
も
引
き
続
き
在
学
中
の
方
に

つ
い
て
は
、
簡
単
な
記
入
で
申
請

で
き
る
よ
う
手
続
き
が
簡
素
化
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
に
は
、
必
要
事
項

を
印
字
し
た
申
請
ハ
ガ
キ
を
お
送

り
し
ま
す
の
で
、
住
所
・
氏
名
・

学
校
名
な
ど
を
記
入
し
て
申
請
（
返

送
）
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
住
民
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
総
務
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
高
知
社
会
保
険
事
務
局

　
幡
多
事
務
所

蕁
３
４
―
１
６
１
６（
直
通
）

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

繰
上
げ
支
給

繰
下
げ
支
給

対
象
者

承
認
期
間

承
認
を
受
け
た
期
間
は
…

申
請
手
続
き

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
、

繰
下
げ
に
つ
い
て

平
成
２１
年
度
の
年
金
額
は

据
え
置
き
に
な
り
ま
し
た

学
生
に
は
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。


